
各種委員名 業務内容
選　出
委員数

開催回数
（年）

報酬又は費用○
弁償額（回額）

北九州市
社会教育委員

【職務（社会教育委員法第17条）】
・社会教育に関する諸計画を立案すること
・教育委員会の諮問に応じ、これに対して、
意見を述べること
・上記職務を行うために必要な研究調査を行
うこと。

２名 ４回程度 10,500円

教育水道委員会選出の各種委員


